
  

 【公 告】 １ 
 

TOKYO BAY CUP 2023 NOTICE OF RACE の変更 

 

     NOTICE OF RACE を下記のように変更する 

                   「変更前」 

２１.マーク１、マーク２タイムリミット 

   ：21-1 最初の艇がスタート信号後マーク１を３０分経過しても回航し 

      ない場合は、そのレースは中止とする。 

       21-2 レース参加艇がスタート信号後３０分経過してもマーク１を回 

航しない場合はその艇をタイムリミットとする。 

21-3 レース参加艇がスタート信号後４５分経過してもマーク２を回 

航しない場合はその艇をタイムリミットとする。 

 

「変更後」 

２１.マーク１、マーク２タイムリミット 

   ：21-1 最初の艇がスタート信号後マーク１を３０分経過しても回航し 

      ない場合は、そのレースは中止とする。 

21-2 レース参加艇がスタート信号後４５分経過してもマーク２を回 

航しない場合はその艇をタイムリミットとする。 

以上 

 

２０２３年３月２６日 

（公財）日本セーリング連盟加盟団体外洋東京湾 帆走委員会 


